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配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

 

う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
第
九
号
中
「
こ
の
号
に
」
を
「
こ
の
号
及
び
次
号
に
」
に
、
「
こ
の
号
及
び
次
号
」
を
「
こ
の
項
」
に
、

「
同
号
」
を
「
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
を
取
り
付
け
る
こ
と
、
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
」
を
「
又
は
位

置
特
定
用
識
別
情
報
送
信
装
置
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
等
」
と
い
う
。
）
を
取
り
付
け
る
こ

と
、
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
等
」
に
、
「
伴
い
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
」
を
「
伴
い
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置

等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十　

そ
の
承
諾
を
得
な
い
で
、
そ
の
所
持
す
る
位
置
特
定
用
識
別
情
報
送
信
装
置
（
当
該
装
置
を
識
別
す
る
情
報
を
送
信
す

る
機
能
を
有
し
、
当
該
装
置
の
周
辺
に
お
い
て
当
該
情
報
を
受
信
し
た
識
別
情
報
送
受
信
装
置
（
位
置
情
報
記
録
・
送
信

装
置
そ
の
他
の
装
置
で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
を
受
信
し
、
及
び
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
位
置
に
係

る
位
置
情
報
を
利
用
し
て
、
そ
の
所
在
す
る
地
点
又
は
区
域
の
位
置
を
特
定
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
装
置
を
い
う
。
以

下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
同
号
に
規
定
す
る
行
為
が
さ
れ
た
位
置
特
定
用
識
別
情
報
送
信
装
置
を
含
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む
。
）
の
位
置
に
係
る
位
置
情
報
を
取
得
す
る
こ
と
。 

第
十
条
第
三
項
中
「
第
十
号
」
を
「
第
十
一
号
」
に
改
め
る
。 

附　

則　

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
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理　

由 

最
近
に
お
け
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
等
の
実
情
に
鑑
み
、
裁
判
所
が
発
す
る
命
令
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
行
為
と
し
て
、
紛
失

時
に
お
け
る
発
見
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
識
別
情
報
を
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
の
位
置
情
報
を
、
当
該
装
置
を
所
持
す

る
被
害
者
の
承
諾
を
得
な
い
で
取
得
す
る
行
為
等
を
追
加
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ

 

る
。

 


